
開催日時

公益を代表する委員 出席３人 定数３人

労働者を代表する委員 出席３人 定数３人

使用者を代表する委員 出席３人 定数３人

議事要旨
　
　
１　神奈川県最低賃金について、公益委員が労使双方から意見聴取（個別折衝）を行
　った。
  (1) 労働者側の主張
      目安額は生計費を重視した結果の５０円という金額なので、特に異存なし。
　
  (2) 使用者側の主張
　  　社会状況を考慮すると、引き上げる方向性については異存はない。影響率や賃
　　金改定状況調査等をみると、５０円の引き上げには納得いかない面もあるが、引
    き上げ額云々よりも、中小への支援策の充実等を要望し、期待したい。
　

２　明日の第４回専門部会において、労使双方の意見の確認を行うこととなった。
　

神奈川地方最低賃金審議会

令和６年度第３回神奈川県最低賃金専門部会議事要旨

令和６年８月２日（金）　10：00～12:00

出席状況

主要議題
１　神奈川県最低賃金の改正決定について
２　その他


